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参考資料 

 

１ 法制度の創設又は改正、上位計画・関連計画の策定又は改定 

⑴ 現行計画策定後に創設又は改正された法制度 

・現行の都市計画マスタープランが策定された平成 22 年以降、都市計画に係る分野において以下

の法律・制度の創設又は改正が行われている。 

 

【過去約 10 年間の主な法改正（一覧）】 

年次 創設・改正された法律・制度 

平成 24 年  都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法） 

平成 25 年  国土強靱化基本法 

平成 26 年  立地適正化計画制度（都市再生特別措置法の改正） 

平成 27 年 
 空家等対策の推進に関する特別措置法 

 都市農業振興基本法 

平成 29 年 
 都市緑地法等の一部を改正する法律 

 住宅宿泊事業法 

平成 30 年  低未利用土地権利設定等促進計画等（都市再生特別措置法の改正） 

 

⑵ 現行計画策定後に策定・改定された上位計画・関連計画の概要 

・現行の都市計画マスタープランが策定された平成 22 年以降、以下の上位計画又は関連計画が策

定又は改定されている。 

 

【過去約 10 年間の計画策定・改定（一覧）】 

年次 策定・改定された計画 

平成 27 年 
 「健康寿命延伸都市・松本」地方創生総合戦略（策定） 

 松本市次世代交通政策実行計画（松本市総合交通戦略） （策定） 

平成 28 年 

 松本市総合計画（第 10次基本計画）（策定） 

 松本市公共施設等総合管理計画（策定） 

 松本市地域公共交通網形成計画（策定） 

平成 29 年 
 松本市立地適正化計画（策定） 

 第 2次松本市地域づくり実行計画（策定） 

平成 31 年 
 長野県都市計画ビジョン（改定） 

 松本市立地適正化計画（改定） 

 

【令和２年度末までに計画策定・改定（一覧）】 

年次 策定・改定される計画等 

令和２年末 

まで 

 松本市都市計画マスタープラン（改定） 

 第７回区域区分定期見直し（決定告示） 

 松本市総合計画（次期計画）（策定） 

 松本市次世代交通政策実行計画（中間見直し） 
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２ 本市における主な変化 

⑴ 人口の変化 

ア 総人口の推移 

・過去 10年間（H17～H27）で市の総人口は約 750 人増加し、県内市部で唯一の人口増加となった。 

・現行計画では、将来推計人口に対して新たな定着人口分を上乗せして将来人口を設定したが、平

成 27年国勢調査の実績値は、推計人口だけでなく将来人口を上回る結果となった。 

・H27 国勢調査人口に基づき推計された将来人口も、以前の推計から大きく上方修正され、2025 年

の将来設定人口を約 12,000 人も上回る見通しとなっている。 

・ただし、こうした人口増加は市街化区域内だけであり、都市計画区域外などの郊外部では急速な

人口減少が進んでいる。 

 

図 総人口の推移（現行計画将来人口との比較） 
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（資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所） 

 

図 総人口の推移（県内）            図 総人口の推移(市内) 
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（資料：国勢調査） 

（資料：国勢調査） 

H27(2015)実績で

も将来設定人口

を 5,293 人超過 

推計人口（H30）でも

H37(2025)の将来設定

人口を11,955人上回る 

過去 10 年間での

人口増加は市部

では松本市のみ 

市街化区域では増加、市街化調整

区域では微減、都市計画区域外の

み急速に減少 
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イ 年齢構成 

・過去 10年間で高齢化率は 21.1％（H17）→26.3％（H27）へと 5.2 ポイント上昇している。 

・県全体の高齢化率（H27）は 29.8％に達し、さらに高齢化率は過去 10 年間で 6.0 ポイント上昇し

ており、本市は県内では比較的高齢化の進展が遅いグループに含まれている。 

 

図 年齢構成（３区分）の変化 
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（資料：国勢調査） 

 

ウ 人口動態 

・現行計画策定までの約５年間は、自然増はプラスで維持されつつ、転出超過によって社会増はマ

イナスで推移していたが、策定後の５年間は、自然増はマイナスへ、社会増はプラスへと逆転し

ている。直近の人口動態では、自然増・社会増ともにマイナスとなっている。 

・なお、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、基準年次から過去５年間の変化が反

映されるため、平成 27年人口を基準とする将来推計（H30 推計）では、H25推計よりも大幅に上

方修正される結果となった。 

 

図 人口動態 
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（資料：H29 都市計画基礎調査） 

自然増はプラスで推

移、社会増がマイナス

で推移（転出超過） 

現行計画 

策定年次 

自然増はマイナスへ、

社会増はプラスへ改

善（転入超過へ） 

10 年間で高齢化率は

5.2 ポイント上昇 

県平均と比較すると

少子高齢化の進展は

遅い 
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図 社人研推計結果の変化（H37 年(2025 年)人口に対する H25 推計と H30 推計の比較） 
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（資料：国立社会保障・人口問題研究所 平成 25 年推計・平成 30年推計） 

 

エ 産業別人口（就業者数） 

・男性は製造業の就業者が最も多く、女性は医療・福祉の就業者が最も多い産業構造となっており、

過去５年間でこれら産業の就業者数はさらに増加している。 

・就業人口の変化では、男性・女性ともに医療・福祉において大きく増加し、卸売業・小売業にお

いて大きく減少している。 

 

図 産業大分類別人口 
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（資料：国勢調査） 
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⑵ 産業の変化 

ア 農業 

・自給的農家数は 10 年前よりも若干増加しているが、販売農家数はマイナス 29％の減少となって

おり、農家数全体は減少が続いている。ただし、３ha以上の規模の農家のみは年々増加しており、

農地の集約化が進んでいる。 

 

図 規模別販売農家数の推移          図 種類別経営耕地面積の推移 
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（資料：松本市の統計（平成 30 年版）） 

 

イ 工業 

・事業所数、従業者数は、調査年による増減はあるものの、10 年前と比較すると事業所数はマイナ

ス 17％、従業者数はマイナス 22％の減少となっている。 

・製造品出荷額等は、東日本大震災以降回復傾向となっているが、10 年前の水準までは回復できて

いない。 

・新松本工業団地については令和元年に分譲率 100％となっており、現在は新たな工業団地等のま

とまった受け皿がない状態となっている。 

 

図 工業の推移 
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（資料：工業統計調査） 
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ウ 商業 

・事業所数、従業者数、年間商品販売額の全てにおいて、リーマンショック後の個人消費の伸び悩

み等の影響を受けて大きく減少したが、近年は再び増加傾向となっている。 

・中心市街地の歩行者通行量も、かつての通行量には達していないものの、10年前と比較すると増

加しており、かつ増加傾向が続いている。 

 

図 商業の推移 
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（資料：商業統計調査（H19）・経済センサス（H24・28）） 

 

図 中心市街地の歩行者通行量の推移 

 

 
注：H25 年度と H29 年度は調査日が雨天のため参考数値として掲載 

（出典：松本市商業ビジョン（2019.4）［元出典＝松本市商店街歩行者通行量調査］） 
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エ 観光 

・市内全体としては、観光客（年間）は 10年前より約５万人減少している。 

・松本城の入場者数は年々増加傾向にあり、中心市街地を訪れる観光客は増加している一方で、上

高地や美ヶ原高原など郊外部の自然を訪れる観光客は減少傾向となっている。 

 

図 市内観光客数の推移 

 
（出典：松本市観光ビジョン（2018.4）） 

 

図 市内主要観光地の入込客数推移 

 
（出典：松本市観光ビジョン（2018.4）） 
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⑶ 各種インフラの整備 

・都市計画道路の整備は年々着実に進められており、現在の整備率は 41.9％と、現行計画策定時点

（H22）から 1.9 ポイント上昇している。 

・なお、新たな都市計画決定によって未整備延長を追加しているため、道路整備の進捗に対して整

備率は大きく増加していない。 

・都市計画公園は、小規模な公園の開設が中心となっており、開設箇所数の増加に対して開設面積

では大きく変化していない。 

・このため、１人あたり公園面積も、公園面積の増減よりも人口の増減が大きく影響する形で変化

が続いている。 

 

図 都市計画道路の整備推移 
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（資料：松本市の都市計画（資料編）平成 31 年度版） 

 

図 都市計画公園の整備推移 
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（資料：松本市の都市計画（資料編）平成 31 年度版） 
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⑷ 都市政策面での変化 

ア 中核市への移行 

・平成 12 年に特例市に移行した本市では、多様化するニーズに迅速かつ的確に対応し、持続可能

な行政運営を確立するため、令和３年（2021 年）４月１日の中核市移行を目指している。 

・中核市になると「連携中枢都市圏」の中心市の要件を満たすことから、近隣の市町村と連携し、

広域的な課題の解決を図り、圏域全体の活性化を目指すことが可能となる。 

・松本地域３市５村で構成する「連携中枢都市圏」では、医療・介護や交通、観光などの広域的な

課題の解決に向けて圏域自治体が連携して取り組むことにより、松本地域の将来を見据えた、持

続可能な圏域づくりと圏域の活性化を図ることを目指している。 

 

図 松本市が目指す中核市の姿 

 
（出典：中核市移行リーフレット） 
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イ 35地区における地域づくりシステムの構築 

・本市では、平成 26年３月に「松本市地域づくりを推進する条例」を制定し、市内 35 地区に開設

した「地域づくりセンター」を核に課題解決に取り組むまちづくりの仕組みを構築している。 

・松本市の地域づくりシステムでは、住民が主体となって課題解決に取り組む「地域システム」と

「地域づくりセンター」が核となり、地区を支援する「行政システム」と市民団体や大学等が連

携・協働することを目指している。 

・なお、「地域づくりセンター」は各地区の地域づくりにおける最前線の拠点であり、支所・出張

所（窓口サービス）、公民館（学習）、福祉ひろば（地域福祉）の機能が一体となり、住民主体の

地域づくりを支援することとしている。 

 

 
（出典：松本市ホームページ） 
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３ 都市計画マスタープラン改定の視点 

⑴ 計画改定における基本的な考え方 

・現行計画を全面的に作り直すのではなく、これまでの都市づくりの成果を反映するとともに、今

後の都市づくりに必要となる事項を盛り込む形で改定を行う。 

 

【都市マス改定の基本的考え方】 

区分 改定の考え方 

対象区域 ⇒松本市全域を対象（＝都市計画区域外も含む行政区域全体） 

計画期間 ⇒令和３年度（2021 年）～令和 22 年度（2040 年） 

計画構成 

⇒現行計画と同じ構成（ただし内容に応じて適宜変更・追加を検討） 

全体構想 
⇒10 の分野別で整備方針を整理 

（ただし「主な改定の視点」を加え１０の分野に横断的に検討 

地域別構想 ⇒14 地域区分で構成 

 

 

⑵ 改定の前提条件 

ア 上位計画・関連計画との整合 

・これまで策定・改定された計画と整合を図るほか、次年度に改定される計画とも調整を図りつつ

計画内容の検討を行う。 

・特に、総合計画と都市計画区域マスタープランの改定が令和２年度であるため、都市マス改定の

検討内容をこれら上位計画へと適切に反映されるよう今年度中から調整を図る。 

 

【上位計画・関連計画との整合】 

区分 計画名称 整合・調整の方向性 

策定・ 

改定済 

長野県都市計画ビジョン 
⇒都市づくりの基本的な考え方や方向性 

⇒広域連携等の考え方 

松本市立地適正化計画 

⇒「誘導区域」の範囲と機能配置の考え方（市街化区域） 

⇒適正な人口密度維持の考え方 

※市街化区域外は都市マスで詳細検討 

次年度 

改定 

松本市総合計画 

（次期計画） 

⇒将来人口、将来都市構造等 

⇒市全体のまちづくの理念や方向性 

⇒都市計画分野の施策・事業 

松本都市計画区域 

マスタープラン 

⇒将来人口 

⇒土地利用、都市施設整備、自然環境保全等 

松本市次世代交通政策実行計画 
⇒交通政策全般の目標及び方向性 

⇒交通分野の具体の施策・事業 
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イ 新たな都市計画分野の課題の反映 

・近年の都市計画分野の課題を反映するほか、今後想定される課題も見据えつつ計画内容の検討を

行う。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 住民からの意見や要望の反映 

・立地適正化計画では、主に市街化区域のみを対象として居住や都市機能の誘導を検討したが、計

画策定時の地区別意見交換会でも、市街化調整区域や都市計画区域外などの郊外部におけるまち

づくりに対する意見や要望が多くあげられている。 

・都市マス改定にあたっては、都市全体でバランスの取れた発展を持続していく観点から、郊外部

におけるまちづくりをきめ細かく検討するとともに、コミュニティ維持に向けた具体的な方策を

検討する。 

 

これまでの「集約型都市構造」の構築に加

えて、市街地や集落地における「低密度化」

への対応も必要 

・土地利用の実態を踏まえて土地利用方針

を再検討する 

・市街地内農地を含めて低未利用地の利活

用の方向性について検討する 

基幹的な公共交通に加えて、よりきめ細か

い移動手段の確保についても検討すること

が必要 

・各地域で「拠点」を維持・形成できる方

策について検討する 

・徒歩や自転車だけでなく、近年の技術革

新を踏まえて移動手段を検討する 

産業構造の変化を踏まえて将来の産業集積

を検討することが必要 

・交通拠点（鉄道駅・IC等）周辺の土地利

用のあり方を再検討する 

・短期間で計画的な開発を誘導するための

具体的な手法を検討する 

想定外の災害発生も見据えて、復旧・復興

に焦点を合わせたまちづくりの検討も必要 

・災害危険性を重視して土地利用方針を再

検討する 

・「事前復興」の取組も含めて都市防災の方

針を再検討する 

まちづくりにおける民間の役割を重視した

施策や体制を検討することが必要 

・民間主体によるインフラ・公共施設の整

備・維持管理のあり方を検討する 

・住民だけでなく幅広い公民連携の視点か

ら推進体制を再検討する 

持続可能な開発目標（SDGs）を実現する視

点から各種方策を検討することが必要 

・インフラの維持更新、環境保全や緑化、

公共交通、都市防災など、あらゆる分野

において持続可能性を柱にした方針及び

施策の検討を行う 
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⑶ 今回の改定の視点（重点テーマ）について 

・今回の改定では、持続可能な都市づくりの観点から方向性を明らかにすべき課題、特に、立地適

正化計画で十分検討しきれなかった課題として、以下のテーマについて重点的に検討を行う。 

 

 

 
 

・これら重点テーマに関する方針を明らかにするため、今回の改定では、従来の分野別方針に加え、

分野横断的な重点テーマの整備方針も明らかにすることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎郊外部における地域コミュニティ維持 

⇒集落等の居住人口をどのようにして維持するか 

⇒集落等の暮らしを支える生活サービス機能をどのように確保・維持するか 

 

◎松本市の特性を生かした新たな活力の創出に向けた土地利用 

⇒市の特性を生かしてどのような産業拠点を形成するか 

⇒どのようにして着実かつ計画的に産業集積を進めるか 

 

今回の重点テーマ 

①

都

市

計

画

区

域 

②

土

地

利

用 

③

交

通

体

系 

④

公

園

緑

地 

⑥

下

水

道 

⑤

水

道 

⑦

河

川 

⑧

自

然

環

境 

⑨

景

観

形

成 

⑩

都

市

防

災 

全体構想 
１０の分野別方針（タテ軸） 

郊外部における地域コミュニティ維持 

都市活力を創出する計画的な産業集積 

主
な
変
更
の
視
点
（
ヨ
コ
軸
） 

現計画の全体構想

は原則として維持 

（必要に応じて構

成・内容等を修正） 

20 年先を見据えて、特に重点

化すべきテーマを設定 （具

体的な基本方針等を追加） 

 

現計画の全体構想は原

則として維持 

（必要に応じて構成・

内容等を修正） 


